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宜野湾市自動体外式除細動器（AED）貸出要綱 
 
（趣旨） 

第１条 この要綱は、市民が参加する行事における救命活動に備えるため、行事を主催す 
る者に自動体外式除細動器（以下「AED」という。）を貸出すことについて、必要な事 
項を定める。 
（貸出対象） 

第２条  貸出しの対象者は、宜野湾市民で、市内で開催する各種イベント、スポーツ行事

等（以下「対象行事」という。）を主催するものとする。 
（貸出申請） 

第３条  貸出しを受けようとする者は、対象行事を開催する１週間前までに、AED 貸出し

申請書（様式第 1 号）に必要な書類を添付して宜野湾市消防長（以下「消防長」という。）

に申請しなければならない。 
 （貸出の承認） 
第４条  消防長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、

宜野湾市 AED 貸出承認（不承認）決定通知書（様式第 2 号）により通知するものとす

る。この場合において、消防長は、貸出しに必要な条件を付すことができる。 
（貸出期間） 

第５条  貸出し期間は、1 催し当たり、3 日以内とするものとする。 
 （貸出料） 
第６条  貸出しは、無料とする。 
（貸出中の管理） 

第７条  貸出を受けた者（以下「借用者」という。）は、消防本部、その他関係機関が主

催する普通救命講習若しくは同等以上の講習を３年以内に修了した者で、修了証を携帯

している者を常駐させるとともに、貸出した AED を常に良好な状態で管理し、使用し

なければならない。 
２ 借用者は、無断で AED を転貸又は譲渡してはならない。 
３ 借用者の責めに帰すべき理由により、故障、破損又は紛失させた場合には、当該者

の負担においてこれを保障し、又は修理するものとする。 
４ 借用者が AED を返却するときは、宜野湾市 AED 返却確認書（様式第 3 号）により

消防の点検及び確認を受けなければならない。 
５ AED を実際に使用した場合は、宜野湾市 AED 使用報告書（様式第 4 号）を、故障

又は紛失させた場合は、宜野湾市 AED 破損等報告書（様式第 5 号）を速やかに消防長

に提出するものとする。 
（返却） 

第８条 消防長は、貸出し要件に合わないことが判明した場合、貸出し期間中であっても 
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AED を返却させることができる。 
（損害賠償責任） 

第９条 消防長は、AED の使用により生じた事故に対しては一切の責任を負わない。 
第１０条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 
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様式第 1 号（第 3 条関係） 
 

宜野湾市 AED 貸出申請書 
年  月  日 

宜野湾市消防長  殿 
 

団体名                  

 

住 所                  

 

代表者名               □印  

 

電話番号    （    ）       
 AED の貸出しを受けたいので、下記のとおり申請します。 

記 

行事の名称  

行事の内容  

開催場所及び期間 
場所 

年  月  日から    年  月  日まで 

貸出し期間 
（貸出し日）    年  月  日 
（返 却 日）    年  月  日 

参加予定者数 人 

貸出し台数 台 

氏  名  

資格を有する者 
資格の種類 

普通救命講習修了者若しくは同等以上の講習

を修了した者。 
※資格がわかる書類等の写しを添付すること。 
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様式第 2 号（第 4 条関係） 
 

宜野湾市 AED 貸出承認（不承認）決定通知書 
 

年  月  日 
 
団 体 名                

 
代表者名              様 

 宜野湾市消防長    □印  

 
   年  月  日付けで申請のありました AED の貸出しについて、次のとおり決定し

ましたので通知します。 

貸出しの可否 1  承認   2  不承認 

行事の名称  

開催場所及び期間 
場所                
    年  月  日から    年  月  日まで 

貸出日及び引き渡し場所 
場所                
    年  月  日  午前   ・   午後 

返却日及び返却場所 
場所                
    年  月  日  午前   ・   午後 

不承認の理由 
 
 

備 考 
 
 

□留意事項 
1 AED の返却の際は、この決定通知書を持参してください。 
2 AED は落としたりしないよう大切に扱ってください。 
3 電極パッドは、実際に AED を用いての除細動を行う直前まで開封しないでください。 

※電極パッドを故意又は過失により開封された場合は、弁償していただきます。 
4 行事等の開催期間中は、AED に係る資格を有する者を必ず常駐させてください。 
5 AED を実際に使用した場合は、宜野湾市 AED 使用報告書（様式第 4 号）により報告し

てください。 
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様式第 3 号（第 7 条 4 項関係） 
 

宜野湾市 AED 返却確認書 
 

年  月  日 
 

宜野湾市消防長  殿 
 

団体名                  

 

代表者名                  
 

1 貸出し期間     年  月  日から   年  月  日まで 
 
2 返却時確認チェックリスト 
（1）AED の使用    無  ・   有 （AED 使用報告書(様式第 3 号)を添付） 
（2）AED の破損等    無  ・   有 （AED 破損等報告書(様式第 4 号)を添付） 
（3）キズの有無              異常なし  ・  異常あり 
（4）ステータスインジケーター確認     異常なし  ・  異常あり 
（5）付属品の状況 
 ア 電極パッド（小児用含む）       異常なし  ・  異常あり 
イ レスキューキット                     異常なし  ・  異常あり 

 ウ キャリングバッグ                     異常なし  ・  異常あり 
（6）取扱い説明書             異常なし  ・  異常あり 
（7）その他特記事項 
 
 
返却者（署名）               返却時間   月  日  時  分 
 
確認者（職員）氏名             所  属              
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様式第 4 号（第 7 条 5 項関係） 
 

宜野湾市 AED 使用報告書 
 

年  月  日 
 

宜野湾市消防長  殿 
 

団体名                  

 

代表者名               □印  

 

電話番号                 
 

年  月  日付けで貸出しを受けた AED の使用について、下記のとおり報告し

ます。 

行事の名称  

使用場所  

使用日時 年  月  日(  )   時  分頃 

氏名            (  男  ・女  ) AED を操作し

た者 
関係( 主催者 ・ 参加者 ・ その他              ) 

氏名            ( 男  ・  女 ) 年齢    歳 

患者情報 
住所 
（分かる範囲でご記入下さい。） 

AED 使用時の

状況 
 
 

使用した器具等 
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様式第 5 号（第 7 条 5 項関係） 
 

宜野湾市 AED 破損等報告書 
年  月  日 

 
宜野湾市消防長  殿 

申請者 団体名                  

代表者名               □印  

電話番号                 
 

 
1 発 生 日 時          月  日  午前・午後   時  分頃  
 
2 発 生 場 所                               
 
3 発 生 原 因                               
 
4 破損、紛失等の経緯（できるだけ詳細に記入して下さい。） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         


